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高年齢者雇用を取り巻く環境を再考する1.
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※平成 22 年までは総務省統計局「労働力調査」
　平成 32・42 年は労働政策研究・研修機構「平成 24 年 労働力需給の推計 ( 慎重 B)」より
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※厚生労働省「高年齢者の雇用状況（平成 25 年）」より

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上総計

10,356 3,718117,888 121,990 128,244 125,708

4,237 1,93444,308 44,475 48,545 46,409

6,119 1,78473,580 77,515 79,699 79,299

647 8814,179 14,571 14,826 14,659

11,003 3,806132,067 136,561 143,070 140,367
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7.7% 2.7%92.3% 97.3% 100.0% 100.0%

（％、社）

※厚生労働省「高年齢者の雇用状況（平成 25 年）」より

 

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上総計

 

3,677 3,684 20,111 19,199 94,100 99,107 117,888 121,990

2,050 2,078 9,356 8,703 32,902 33,694 44,308 44,475

1,627 1,606 10,755 10,496 61,198 65,413 73,580 77,515

59 57 961 908 13,159 13,606 14,179 14,571

3,736 3,741 21,072 20,107 107,259 112,713 132,067 136,561

（％、社）

4.6% 4.7% 21.1% 19.6% 74.3% 75.8% 100.0% 100.0%

2.2% 2.1% 14.6% 13.5% 83.2% 84.4% 100.0% 100.0%

3.1% 3.0% 17.1% 15.7% 79.8% 81.2% 100.0% 100.0%17.1%

2.8% 2.7% 16.0% 14.7% 81.2% 82.5% 100.0% 100.0%

0.4% 0.4% 6.8% 6.2% 92.8% 93.4% 100.0% 100.0%6.8%

2倍
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※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
「高業績・活動的高年齢者の職業経歴と活動状況に関する調査研究報告書（平成 21 年度）」より

※厚生労働省「高年齢者の雇用状況（平成 25 年）」より

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上総計

89,193 2,462 768 719 762 8 188 4,907 94,100

31,712 585 212 162 179 3 49 1,190 32,902 

57,481 1,877 556 557 583 5 139 3,717 61,198 

11,006 1,097 225 457 325 3 46 2,153 13,159 

100,199 3,559 993 1,176 1,087 11 234 7,060 107,259 

（％、社）
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※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
「高業績・活動的高年齢者の職業経歴と活動状況に関する調査研究報告書（平成 21 年度）」より
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高年齢者に適した賃金制度とは？2.

※今野浩一郎「正社員消滅時代の人事改革」より浜銀総合研究所作成



※浜銀総合研究所作成
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Ⅲ 不合理な労働条件の禁止（第 20 条）

① 職務の内容（業務の内容および当該業務に伴う責任の程度） 
② 当該職務の内容および配置の変更の範囲 
③ その他の事情 

※厚生労働省「労働契約法改正のポイント」より

※厚生労働省「労働契約法の施行について ( 平成 24 年 8 月 10 日基発 0810 第 2 号 )」より

 　法第２０条の「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」
は、労働者が従事している業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
を、「当該職務の内容及び配置の変更の範囲」は、今後の見込みも含め、
転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化等（配置の変更を伴
わない職務の内容の変更を含む。）の有無や範囲を指すものであること。
「その他の事情」は、合理的な労使の慣行などの諸事情が想定されるも
のであること。 
 例えば、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が
定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについては、
定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が
変更されることが一般的であることを考慮すれば、特段の事情がない
限り不合理と認められないと解されるものであること。 

エ

 例えば、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が
定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについては、
定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が
変更されることが一般的であることを考慮すれば、特段の事情がない
限り不合理と認められないと解されるものであること。 

 1 0



1.「長期決済」型の賃金モデルとは異なる、企業への貢献度に応じた新たな賃金制度

2. 支援制度 ( 高年齢雇用継続給付、特別支給の老齢厚生年金 ) に依存しない賃金制度

3. 労働法制を踏まえた「職務の内容」と「当該職務の内容および配置の変更の範囲」
    に基づく賃金制度

１．高年齢者人材活用戦略を検討する

２．高年齢者賃金制度を詳細に設計する

３．周辺制度を設計し、制度の理解・浸透を図る

… P12

… P24

… P32
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高年齢者人材活用戦略を検討する3.

STEP　3 高年齢者格付け制度の設計

STEP　4 職務評価を用いた検証

STEP　1 高年齢者活用方針の検討

STEP　2 自社の職務内容の棚卸し

※高齢・障害・求職者雇用支援機構「『70 歳まで働ける企業』基盤作り推進委員会報告書」より
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①（企業から見た）就業自由度

③成果への期待

②期待する役割

※高齢・障害・求職者雇用支援機構「『70 歳まで働ける企業』基盤作り推進委員会報告書」より

( 企業から見た )
就業の自由度

高年齢者
活用のタイプ

構成比率
( ) 内は件数期待する役割 成果への期待

1 3



①職務内容の棚卸しの手法

②職務内容の棚卸しを行う際の工夫
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③表現の統一

①高年齢者格付け制度の仮設計

1

④職業能力評価基準の活用

1
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②高年齢者格付け制度と職務内容の紐づけ
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①職務評価とは？

②職務評価表の作成

ア . 評価項目

ア . 単純比較法

イ . 分類法

ウ . 要素比較法

エ . 要素別点数法

1 7



イ . スケール

1 8



③職務評価を用いた高年齢者格付け制度の検証

ウ . ウエイト

※厚生労働省「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」より

［スケール］③「専門性」の例

5
4
3
2
1

計
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ア．正社員等の格付け制度との対応関係

イ．職務評価による対応関係の検証

※浜銀総合研究所作成

管理職コース

34P

指導職コース

31P

基幹業務コース

24P

補助業務コース パートタイム労働者

19P19P

高年齢者格付け制度 正社員等の格付け制度

6等級（部長相当）

40P

5等級（課長相当）

35P

4等級

30P

3等級

25P

2等級（訓練期）

  1等級（エントリー）

2等級（訓練期）

  1等級（エントリー）

※浜銀総合研究所作成

高年齢者格付け制度

6等級（部長相当）

管理職コース 5等級（課長相当）

指導職コース 4等級

基幹業務コース 3等級

補助業務コース パートタイム労働者

正社員等の格付け制度
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※浜銀総合研究所作成

管理職コース

指導職コース

基幹業務コース

補助業務コース

6等級（部長相当）

5等級（課長相当）

4等級

2等級（訓練期）

  1等級（エントリー）

4等級3等級

パートタイム労働者

高年齢者格付け制度 正社員等の格付け制度

※浜銀総合研究所作成

6等級（部長相当）

40P

管理職コース 5等級（課長相当）

40P 35P

指導職コース 4等級

30P33P

基幹業務コース 3等級

25P23P

補助業務コース パートタイム労働者

19P19P

高年齢者格付け制度 正社員等の格付け制度

2等級（訓練期）

  1等級（エントリー）

2 1



職
務
を
見
る
視
点

職
務
評
価
の
視
点

業務を担当する人
材を確保すること
が、どの程度困難
であるか

職務に人材を配
置する

どの程度達成の難
しい目標が設定さ
れているのか

業務を遂行するに
当たり、どの程度
の「専門性」「（対
外的な調整・交渉
による）対人関係
の複雑さ」「（自己
判断が必要な）裁
量制の要素が求め
られるのか」

業務遂行の過程で、
どの程度解決難し
い問題が発生する
のか

業務遂行によって
実現が期待される
成果は、経営にど
の程度の影響を与
えるのか

職
務
評
価
項
目

人材代替性

人材の投入 目標の設定
（Plan）

実施
（Do） 成果問題解決行動

（Check,Action）

インプット スループット アウトプット

革新性 問題解決の困難度 経営への影響度

裁量性

専門性

対人関係の複雑さ
（部門外/社外）

対人関係の複雑さ
（部門内）

業務の目標
（「何をするのか」）
を設定する

専門知識を活用し、
他者と協同しなが
ら自己判断を加え
て業務を遂行する

業務の遂行に
あたって発生する
問題を解決する

業務の遂行に
よって成果を
あげる

～コラム 1 ～
GEM Pay Survey System とは？

2 2



～コラム 2 ～
高年齢者格付け制度の企業事例

［企業事例 2］食料品製造業 B 社の場合

［企業事例 1］化学工業 A 社の場合

  

 

 

 

  

※浜銀総合研究所作成

  

 

 

   

※浜銀総合研究所作成
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( 例 )　指導職コースの待遇 ( 基本給等 )= 正社員 4 等級の待遇 ( 基本給等 )×活用係数

高年齢者賃金制度を詳細に設計する4.

高年齢者格付け制度に応じて設定 活用係数を設定

2 4



年齢給‥年齢に応じて増加
勤続給‥勤続年数に応じて増加
職能給‥職務遂行能力から決まり，能力上昇に応じて増加
職務給‥携わっている職務内容に応じて増加

基本給の上限値＝比較対象とした正社員等の基本給×活用係数
（例）管理職コースの基本給（時間当たり）＝正社員 5等級の基本給（時間当たり）×活用係数

①基本給上限値の設定

STEP　3 支給範囲の設定

STEP　4 昇給ルールの検討

STEP　1 基本給上限値の設定

STEP　2 基本給下限値の設定

2 53 9



②基本給下限値の設定　　　

パートタイム労働者

管理職コース

指導職コース

基幹業務コース

補助業務コース

6等級（部長相当）

5等級（課長相当）

4等級

2等級（訓練期）

  1等級（エントリー）

4等級3等級

パートタイム労働者

管理職コース

指導職コース

基幹業務コース

補助業務コース

6等級（部長相当）

5等級（課長相当）

4等級

2等級（訓練期）

  1等級（エントリー）

4等級3等級
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③支給範囲の設定

④昇給ルールの検討

パートタイム労働者

管理職コース

指導職コース

基幹業務コース

補助業務コース

6等級（部長相当）

5等級（課長相当）

4等級

2等級（訓練期）

  1等級（エントリー）

4等級3等級
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昇給原資=　管理職コースの B評価時昇給額×管理職コースの人数
　　　　　+指導職コースの B評価時昇給額×指導職コースの人数
　　　　　+基幹業務コースのB評価時昇給額×基幹業務コースの人数
　　　　　+補助業務コースのB評価時昇給額×補助業務コースの人数

2 8



①社員やその家族に対する「生活保障」としての特徴
②企業業績や個人の貢献度合いに応じた「成果配分」としての特徴

A評価 B評価 C評価

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（1.0箇月分）

正社員4等級

指導職コース　※活用係数等を考慮

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（0.5箇月分）

正社員4等級

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（1.0箇月分）

基本給
（0.5箇月分）

指導職コース　※活用係数等を考慮
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①継続雇用に関する規定の改訂

＜改訂前＞

第○条　従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。

継続雇用の対象を限定する箇所を削除

※厚生労働省「高年齢者雇用安定法Ｑ＆Ａ( 高年齢者雇用確保措置関係 )」、「継続雇用制度の対象者に係る基準事例集」
　より浜銀総合研究所作成

＜改訂後＞

第○条　従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。

※厚生労働省「継続雇用制度の対象者に係る基準事例集」より浜銀総合研究所作成

第○条　従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。

3 0



③規定の改訂手順

2

②賃金に関する規定の改訂
2

※労働基準法第 90 条、第 106 条より浜銀総合研究所作成

規定の改訂 継続雇用に関する規定や賃金に関する規定を改訂する

意見聴取 社員の過半数で組織する労働組合または
社員の過半数代表からの意見聴取

届出 就業規則変更届に、改訂した規定と意見書を
添付して所轄労働基準監督署に届出る

周知 事業所内に改訂した規定を備え付けるとともに、
社員への改定内容の周知を行う

3 1



①評価制度

ア . 制度設計上の留意点

イ . 制度運用上の留意点

周辺制度を設計し、制度の理解・浸透を図る5.

3 2



②教育訓練制度

ア .「職務内容」に関する教育訓練制度

イ .「第 2 のキャリア」に関する教育訓練制度

ア . 周知すべき内容

3 3



イ . 周知する方法

ウ . 推進体制の確立



３

４

～コラム 3 ～
活きたシニアになるための能力アセスメントツールの開発

3

4



平成×1 年度 平成×2 年度 平成×3 年度

固定費的要素

変動費的要素

平成×1 年度
給与原資

平成×1 年度
賞与原資

平成×2 年度
給与原資

昇給原資

雇用確保原資
昇給原資

雇用確保原資

平成×2 年度
賞与原資

平成×3 年度
給与原資

平成×3 年度
賞与原資

償還原資 償還原資



(１) 賃金制度の現状把握

賃
金
決
定
要
因

生活費

労働需給

経済動向

世間相場 業種別、地域別、職種別
一般労働者⇔パートタイム労働者

活水準、（標準）生計費

有効求人倍率、離職率、地域別労働力人口

景気動向

支払能力

労使交渉 労使交渉

労働分配率、人件費比率、利益率

外
部
環
境
要
因

内
部
環
境
要
因

賃金水準分析

人件費支払能力分析

3 7



②賃金水準分析

ア . 自社の賃金水準と傾向曲線

イ .「世間相場」と統計調査

賃
金
水
準

年齢

5項平均線

年齢平均線

支給分布

3 8



ウ . 比較分析

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
0

50

100

150

200

250

300

350

400
（千円）

年齢

：正社員等（５項平均線）
：高年齢者（５項平均線）

：E製造業 男女計 100～ 999 人
：E09 食料品製造業 男女計 10～ 99人



中小企業庁「中小企業実態基本調査」の算出方法
付加価値＝売上高－営業費用＋人件費＋租税公課＋販売費及び一般管理費の中の減価償却費＋地代家賃

③人件費支払能力分析

ア . 指標の作成

※三菱総合研究所「（中小企業庁委託調査）我が国の中小企業の経営財務指標等の整備に関する委託事業報告書」（平成 22 年）
より浜銀総合研究所作成
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イ . 比較分析
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ア．高年齢雇用継続給付とは？

高年齢雇用継続給付

①高年齢雇用継続基本給付金 ：基本手当を受給せずに
  雇用を継続する者

②高年齢再就職給付金 ：基本手当を受給後に
  再就職した者

※浜銀総合研究所作成
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支給対象月の賃金が 60 歳時点賃金の 61% 未満の場合

支給対象月の賃金が 60 歳時点賃金の 61% 以上 75％未満の場合

支給対象月の賃金の額 100 分の 15

支給対象月の賃金の額
支給対象月の賃金の割合が逓増する程
度に応じ 100 分の 15 から一定の割
合で逓減するように定められた額

イ．特別支給の老齢厚生年金

老齢に基づき
支給される年金

①原則として、60 歳から 65 歳に達するまでの間
　支給される老齢厚生年金
　（特別支給の老齢厚生年金）

②老齢基礎年金に上乗せして 65 歳から
　支給される厚生年金
　（≒老齢基礎年金の二階部分）
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 （65 歳前の）在職老齢年金の適用要件

総報酬月額相当額 ＋ 基本月額 が 支給停止調整開始額 を超えるとき 

[(標準報酬月額)＋(その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12)] 

[特別支給の老齢厚生年金額÷12] 

[28万円](平成25年度現在) 

4 4



①労働契約法

改正労働契約法の３つのルール

Ⅰ 無期労働契約への転換

Ⅱ 「雇止め法理」の法定化

Ⅲ 不合理な労働条件の禁止

Ⅱ：平成24年８月10日（公布日） 　　ⅠとⅢ：平成25年４月１日 

ア . 無期労働契約への転換
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イ．「雇止め法理」の法定化

ウ . 不合理な労働条件の禁止

補足・留意事項
労働条件の相違が不合理と
認められるかどうかの判断基準
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②高年齢者雇用安定法

ア . 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

改正前…労使協定等で定める基準制度により、継続雇用を限定させることが可能

改正後…①原則として、希望する者全員を継続雇用することを義務付け

　　　　②継続雇用義務が免除される場合を、心身故障、解雇事由、退職事由に限定

旧第 9 条２項

「高齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針」（厚生労働省令）
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イ . 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

ウ . 義務違反の企業に対する公表規定の導入

子会社 A 子会社 B

親会社

関連会社
議決権 20％以上など

今回新たに法令整備

子会社
議決権 50％超など
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エ．高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
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(50 音順　敬称略 )

中小企業モデル賃金制度研究開発委員会

氏名 所属

事務局
氏名 所属
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厚生労働省　労働基準局


